
食品表示法(衛生事項) の (2) 添加物表示について説明します。
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ここでは、添加物の表示について具体的に説明します。
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添加物は、食品衛生法第４条第２項に規定されており、

食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または
食品の加工・保存の目的で使用されるものと定義されています。
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食品に添加物を使用した場合や使用した原材料に添加物が含まれている場合
は、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、原則、当該添加物の物
質名を表示します。

添加物の表示方法は、①品名、簡略名又は類別名表示、②用途名表示、③一
括名表示、④表示免除の規定があります。

なお、添加物は一括表示欄で、事項欄を設けるか、原材料名の欄に原材料名
と明確に区分して表示します。
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添加物表示の例外について説明します。

基本的には物質名で表示しますが、添加物名を表記しなくても、乳化剤、膨張
剤などは一括名表示ができるものがあります。

これは、複数の組合せで効果を発揮することが多く、個々の成分まで全てを表
示する必要性が低いと考えられる添加物や、食品中にも常在する成分であるた
め、一括名で表示しても、表示の目的を達成できるために認められているもの
が、こちらの例示にあるものです。

次に、用途名併記について説明します。

こちらは赤字で例示しています。一括名表示はできるものになりますが、ここ
は、間違えがとても多いところなので注意が必要です。消費者の関心が高い添
加物について、使用目的や効果を表示することで、消費者の理解を得やすいと
考えられるものは 用途名を併記します。

例えば、甘味料でサッカリンナトリウムを使用した場合、甘味料（サッカリン
Na）と表示する。また、保存料としてソルビン酸を使用した場合は、保存料（
ソルビン酸）と表示することになります。
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食品に添加物を使用した場合や使用した原材料に添加物が含まれている場合は
、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、原則、当該添加物の物質名
を表示します。

使用した添加物は物質名表示が原則ですが、一部の添加物は、添加物の品名（
名称又は品名）、簡略名又は類別名のいずれかで表示することができます。

例えば、Lーアスコルビン酸は、ビタミンCやV.C.と表記できます。
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用途名表示について説明します。

表の８種の用途で使用される添加物は、その用途名と物質名を併記した表示
が必要です。

しかし、添加物表示中に色の文字を含む場合、用途名を省略することができ
るため、赤色102号とだけ表示することもできます。

また、増粘の文字を含む場合も用途名を省略することができます。

さらに、令和２年７月16日に「食品表示基準について（平成27年３月30日消
食表第139号）」が一部改正され（赤字）、用途名併記から、合成甘味料、
合成着色料、合成保存料が削除されました。

経過措置期間は令和４年３月31日までとなります。
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一括表示名について説明します。

食品表示基準別表第７に揚げる14種は、一括名の定義（目的）及び添加物の
範囲に該当する場合に限り、物質名を表示する代わりに、一括名表示
をすることができます。
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加工助剤、キャリーオーバー、栄養強化の目的で使用される添加物は、添加
物表示が免除されます。

まず、加工助剤について説明します。

食品の加工の際に添加されるもので次の3つに該当する場合は、表示が免除さ
れます。

1：食品の完成前に除去されるもの

2：最終的に食品に通常含まれる成分と同じになり、かつ、その成分量を増加
させるものではないもの
3：最終的に食品中にごくわずかな量しか存在せず、その食品に影響を及ぼさ
ないもの

続いて、キャリーオーバーについて説明します。

食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、その食品の製造過程では使
用されないもので、最終食品に効果を発揮することができる量より明らかに
少ない場合は、表示が免除されます。

※添加物を含む原材料が原型のまま存在する場合や、着色料、甘味料等のよ
うに、添加物の効果が視覚、味覚等の五感に感知できる場合は、キャリーオ
ーバーにはなりません。

最後に、栄養強化の目的で使用されるものについて説明します。

特別用途食品及び機能性表示食品を除く栄養強化の目的で使用されるものは
、表示が免除されます。

ただし、果実飲料や豆乳類、調理冷凍食品など、栄養強化の目的で使用され
る添加物でも表示の省略が適用されない場合もありますので、注意が必要で
す。



また、添加物の表示を省略した場合でも、当該添加物に由来する特定原材
料についてのアレルゲン表示は必要になりますので、注意が必要です。
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添加物の表示として、３つの表示例について説明します。

今までは原材料の後ろに添加物を表示していましたが、添加物の事項欄を設
けるか、原材料名の欄にスラッシュ又は改行で原材料名と明確に区分して表
示する必要があります。
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